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質問 

管理費会計の不足を補うため、修繕積立金会計から管理費会計に金銭を振り替えたい

のですが可能ですか。 

 

  回答 

マンション標準管理規約第２８条によると、第１項で修繕積立金の用途を限定してお

り、第４項では管理費と区分して経理することを義務付けています。よって、マンシ

ョン標準管理規約に準拠している規約であれば、修繕積立金会計から管理費会計に金

銭を振り替えることはできないと考えられます。 
これは、計画的な修繕など特別の管理に要する経費として金銭を積み立てて残してお

かなければならないという趣旨のもと、管理費と区分経理してその用途を限定してい

ると思われます。 
よって、管理費会計の不足の対応としては、まずは支出項目及び金額の見直しを行う

ことでしょう。それでも賄えない状態であれば、管理費等収入項目の増額を検討して

ください。 
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